
 

 

   役員に対する報酬等の支給の基準の変更及び職員の退職手当以外の給与等の支給

の基準の変更について 

 

 

役員に対する報酬等の支給の基準の変更及び職員の退職手当以外の給与等の支給の基 

準を下記のとおり変更する。 

 

 

記 

 

 （公立大学法人青森公立大学職員給与規程の一部改正） 

第１条 公立大学法人青森公立大学職員給与規程（平成２１年規程第６７号）の一部を

次のように改正する。 

  第２３条第２項中「１００分の１２５」を「、６月に支給する場合には１００分の

１２５、１２月に支給する場合には１００分の１２７.５」に改め、同条第３項中「１

００分の７０」の次に「」と、「１００分の１２７.５とあるのは「１００分の７２.５」

を加える。 

  第２６条第２項第１号中「１００分の１０２.５」を「、６月に支給する場合には１００

分の１０２.５、１２月に支給する場合には１００分の１１０」に改め、同条同項第２号中

「１００分の５０」を「、６月に支給する場合には１００分の５０、１２月に支給する場

合には１００分の５２．５」に改める。 

別表第１及び別表第２を次のように改める。 

  



第２条 公立大学法人青森公立大学職員給与規程の一部を次のように改正する。 

  第２３条第２項中「、６月に支給する場合には１００分の１２５、１２月に支給す

る場合には１００分の１２７.５」を「１００分の１２６．２５」に改め、同条第３項

中「１００分の１２５」を「１００分の１２６．２５」に、「１００分の７０」と、「１

００分の１２７.５」とあるのは「１００分の７２．５」を「１００分の７１．２５」

に改める。 

  第２６条第２項第１号中「、６月に支給する場合には１００分の１０２.５、１２月に支

給する場合には１００分の１１０」を「１００分の１０６．２５」に改め、同条同項第２

号中「、６月に支給する場合には１００分の５０、１２月に支給する場合には１００分の

５２．５」を「１００分の５１．２５」に改める。 

 

 （公立大学法人青森公立大学役員報酬規程の一部改正） 

第３条 公立大学法人青森公立大学役員報酬規程（平成２１年規程第３３号）の一部を

次のように改正する。 

  第４条第１項中「１００分の１７０」の次に「」と、「１００分の１２７.５」とあ

るのは「１００分の１８０」を加える。 

 

第４条 公立大学法人青森公立大学役員報酬規程の一部を次のように改正する。 

  第４条第１項中「１００分の１２５」を「１００分の１２６．２５」に、「１００分

の１７０」と、「１００分の１２７.５」とあるのは「１００分の１８０」を「１００分

の１７５」に改める。 

 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規程は、令和７年１２月２４日から施行する。ただし、第２条及び第４条の規

定は、令和８年４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の公立大学法人青森公立大学職員給与規程（次項におい

て「改正後の給与規程」という。）の規定は令和７年４月１日から適用する。 

 （給与の内払） 

３ 改正後の給与規程の規定を適用する場合には、第１条の規定による改正前の公立大

学法人青森公立大学職員給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与

規程の内払いとみなす。 


